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計算書類に係る処理基準（記載科目）について 

 標記については、令和７年７月11日付け学第295号により通知したところですが、同通知で示し

た別表第２及び別表第３の記載科目について下記のとおりとしましたので、お知らせします。 

記 

【概要】 

１ 「別表第２ 事業活動収支計算書記載科目」の「事業活動収入の部」の小科目に「施設等利用

給付費」及び「施設等利用給付費収入」を追加したこと。 

２ 「別表第３ 資金収支計算書記載科目」の「収入の部」の小科目に「施設等利用給付費収入」

を追加したこと。 

 

 

 

担 当：私学振興担当 

電 話：0 1 9－ 6 2 9－ 5 0 4 2 

ﾌｧｸｼﾐﾘ：0 1 9－ 6 2 9－ 5 0 4 9 

E-mail：AH0007@pref.iwate.jp 


